
資料2－1  

新しい肝炎総合対策の主な取組につい七   

（平成20年4月～平成21年5月）  
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資料2－2  

肝  炎  対  策 ・の  推  進  

【肝炎対策関連予算額（厚生労働省分）】  

21年度 205億円（20年度 207億円）  
【施策の方向性】  

○ 肝がんへの進行予防、肝炎治療の効果的促進のため、経済的負担軽減を図る。  

○ 検査■治療・普及t研究をより一層総合的に推進する。  
○ 検査未受診者の解消、肝炎医療の均てん化、正しい知識の普及啓発等を着実に   

実施していく。  

ーフェロ．ン  

○ インターフェロン治療に関する医療費の助成の実施  
・B型及びC型肝炎患者であってく インターフェロン治療を必要とするすべての肝炎患   

者がその治療を受けられるよう、医療費を助成。   
※一定の条件を満たし72遇投与が必要な患者に対し助成期間を延長する。  

○ 保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備  

・検査未受診者の解消を図るため、医療機関委託など利便性に配慮した検査体制を   
整備。   
洪緊急肝炎ウイルス検査事業の延長。  

○ 市町村等における肝炎ウイルス検査等の実施  

○ 診療体制の整備の拡充  
・都道府県において、中核医療施設として「肝疾患診療連携拠点病院」を整備し、患  

者、キャリア尊からの相談等に対応する体制（相談センター）を整備するとともに、  

国が翠置した「肝炎情報センター」において、これら拠点病院を支援する。   
※肝疾患相談センターに対する補助について、1都道府県当たりから1拠点病院当たりの補助とする。  

○ 肝硬変・肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の実施  

○ 職場や地域などあらゆる方面への正しい知識の普及  

○ 肝炎研究7カ年戟略の推進  
・「肝炎研究7カ年戦略」を踏まえ、肝疾患の新たな治療方法等の研究開発を推進。  

※肝炎研究基盤整備事業の実施（新規） 

○ 肝疾患の治療等に関する開発一葉事承認・保険適用等の推進  
・治療薬等の研究開発の状況に応じて、速やかな薬事承認・保険適用の推進。   



資料2－3  

肝炎治療特別促進事業について   

国内最大の感染症であるB型・C型ウイルス性肝炎は、 

インターフェロン治療が奏効すれば肝硬変、肝がんといった  

慶り重篤な疾病を予防することが可能な疾病である。   

しかし、当該治療に係る医療責が高額（自己負担年額約∽  
万円／月放約7万円）※であるため、早期治療の推進の観点  
から、インターフェロン治療への医療費助成を行うものとする。  

※ C型肝炎で、標準的な治療（ペグインターフェロン  

とり／くどり 

割合3割の場合）のおおまかな試算   

都道府県  

B型肝炎、C型肝炎の根治を目的として行うインターフェロン  

治療（保険適用の範囲内とする）  

世帯当七りの   自己負担限度鍍 
～ 階 層．  （月当たり）   

A階層  －65，000円未満   1万円   

B階層  65．Obo円以上 3万円   
～235，000円未満  

C階層  235．000円以上 5万円   

国：地方＝1：1   

1年間に10万人が助成を受けることを目指す   

7年間（平成20年度～平成26年度）   

3年後（平成2●3年度）に見直し   

年間約256億円（7年間で約1，800億円）  

E■■ヨ 平成21年度分約129億円を計ヰ  
（医療費約128億円＋事務費約1億円）  
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資料2－4  

1．投与期間の延長について（72週投与）  

現行：助成期間は、原則1年間。  

・「・   

一定の条件を満たし、医師がぺグインター  

フェロン及びリバピリン併用療法の延長投与  

（72週投与）が必要と認める患者について、  

助成期間の延長を認める。  

2．所得階層区分認定の例外的取扱いについて  

現行＝ 自己負担限度額決定のための 

認定は、申請者の住民票上の「世帯」全員の市  

町村民税課税額の合計による。  

」〇   

住民票上の「世帯」を原則としつつも、  
税制上一医療保険上の扶養関係にない者  

については、例外的な取扱い（課税額合  
算対象から除外）を認める。  
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平成20年度肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請件数等調（4月～12月分）  

（単位件）  

6月  7月  8月  9月  10 11  月 12月  言十  
仙  ．都道府県名  4月   5月                     月  ■      ■         申請  交付  ’中富青  交付  一申l青‘小・   交付  申   三吉  交付  申富青ご－・   交付  －申請・    交付  ∵由ほ   交付  申請  交付  申l青  交付  申請、  交付   
山  北 海 道  g3   0  「し80   0    1コ  0  2了1 0  ・．，22郎   277  ′73    477  ・g：】   492  〉8g  67  ∴ 62  134  t．60Z・  1．447   
2  青 森 県   0   0  ▲ 34   0    41   0    ‘．84．   99  ■．・】44r■   107  、■一・20ィ    79  ・ ■1■38   】9  ■ ココ  52  ． ■耶  19  435  375   
3  岩 手 県  蜘   0   40  42  ．42   72    1g   田  ン・・1ヱl＝   22  ∴．129．    田  23   田  田  田  125  22  ′276  ヱ68   
4  宮 城‘県  】7Z  0  7g  田  ノ82   T2g    ′■70，   80  ∫4g   64  ノJ48．    74  ．、65   43  ．4丁，  田  ．32  49  644  589   
5  秋 田 県  139  25  58  114  、64   100    ∴52   6l  ユJ′＿－㌣J36   Z了  ．．T＼29・    4T    ヱZ  24  －33  28  ′・25  33  458  45：l   
6  山 形 県   0  0  － 23  0    ・】04．  93    36   4丁    ヱ5  山  チ1‥20‾    4g    30  0  川  2了  ，＼lg  46  二2了S  273   
7  ■∴  ∴    10（】  0  ・94  97  †88   89    56   76    48  74  」一＝．－3g    4g  つ～   37  4コ  34  34  45  543  5【‖   
8  茨 城 県  6S   5  †41’  68    gl＝  136      36  183    03一  98    ．92   115  、70、   91  70－  34  」 82  80  ーg50  810   
9  栃 木 県  ′ 0  0  104  0    m  53      51卜  112    48  110  ・■ニ■ア、▲55    64  54   66  43  44  ′†35  15  ー5（i7  ヰ64  

群 馬 県   0  0  ，Z6・  26    021  202      38′  138    48  哺    ふて6■   76  田   田   購  46  28  28  615  615   
Ⅶ  埼 玉 県  260  0  ユ99  246    49・  391    ∴228・   238    46ミ  217  トてJ13G，    †39  17Z   133  、105  167  122  TOO  1．81了  1．631   
q  千 葉 県  367  362  ．22ト  220  ▲16Z一   】62  ‘叫＝1馴    16：‡    15≒  115  ナエ  2Z   122  ∴127   127  112  ＝2  凶  92  1．482  1．ヰ75   

0  － 95  0  チr・て177   289  ヤCナ282    307    20・j  240    3卜   203  Z20   273  ーー 之Z2  203  152■  182  ・1．6gT  1．697  
q  東 京 都  98                                                     神奈川県  363  361   411  399  ∴280   257  J■217    196    g8一  207  r・∴ナ・～’13：卜    130  ：18l   179  114  ‖5  ・7g  76  l‘t．976  1．g20   
可  新 潟 県  143  0  871  114  ．∴57㌧   115  36    5（〉    32F  ‾－一45    35■   31．  ．37   田  ：24  32  25  30  476  450  

す．山 県  6S  0  ∴50  田  ．57   用  ÷㌧・2卜    50    28  26    2†   24  左」・45．   23  ，′29  47  田  25  ▲ 3Zl】  309   
0  】川  92  ⊥●．∴・∴丁7   126  ㍉．∴42    14    32l  83    22、   口  ′35   52  ：Z9  37  ー・133  36  ・－ 461  443  

け  石 川 県  田                                                    福 井 県  101  5【）  「43  田  ：ト㌻‘′19   38  1∴2g■    28    22二  36  ．ニノlイて．－26    22    ．29  20  一「・． 川  21  13  22  300  268   
q  山 梨 県  Z2  12  60  60    68  7：I  一1∴トン42    40    32．  33  2l    20    r25  22  1トー．23  26  ．27  25  ・320  311  

長 野 県  ー、39’  0  ．3ユ  田    3ト  30  ノ、ノゾ44・    30    26  40  ■・■乙■27    25    22  田  25  22  ′26  25  ニ 2丁3  234  ■  岐 阜 県  ‖か   0  r －68  112    89二  60  ニ′∴74    80    6Z’  74    匹    67    30  53  ‘47  31  、47  45  、5丁⊆l  522  
静 岡 県  ■ 260、  0  149  0    7†  126  ’124I    210    的・  川6    9    154    115  144  ・80  185  57●  85  1．151  1．050  
愛 知 県  224  0  354  20丁    48  317     ．川2：  362    45ノ  202    回   146    141  126  ■138  136  ∴97  14Z  ■1∫†51  1．638    三    159  †06  ■ 99  138   

重 県           ▲83   83  ・＝【」40－    50    43  3ヰ    297   37    ノ47  38  ． 42  印  ∴31  28  ．57：l  565  
㌫■■■■     33  0  ー7丁  0    7l∴  田  ィヾ∵∴64    87    30t  60    30   38  ノ．さ▼28   25  ＋ il  柑  28  26  ．′ 382  35t  
京 都 府  0  0  ト▲・88  81    11■  205  ‘サ‾152    15（；    01  100    64．■   66  、－ ■7l   田  田  由  58  59  ㌧、813’  807  
大 阪 府  － 5：12  0  ん、6Z5  0    90’  923  ■■l－ト326    897    77  Z81  r  54・   270  ∴250   241  t97  Z25  ｛161  178  3Jl12  3．015  
兵 庫 県  0  0  J75  7ヰ    40  429  rこ∴ノ340ご    33†    31  326    93   191  ■∴138   134  ■ノ12：I  123  150  川8  1．7gO  1，756  
奈 良一県  70  田  11－  118    90’  91     ．73・  了3    5g  59    55．   55  ．∴∴：J45   45  ・，35  35  ご3Z  32  r、57ti  576  
和歌山県  176  0  ■ 68  241    59，  60      66・  6了    61い  65  ‘∴やユ・り5    43    ・ヰ6  46  －りf35  36  29  29  ・ン上引M  587   

1  二 ；l■  0   0  38  35    42  43    1■135   35    27、  26  ＝、＼ヤー     18    ′33  33  ナ ．－・15  t5  ．27  27  ∴．232  232  
■島 根 県  78  58  75  凹    51  38    」 6t   46    38  ′36       田    23  19  ・23．  13  】8  15  40：I  309  
岡 山 県  84  83  ・159  150    25  126  ′い70し    田    63‘  60  ・ふ†∴．     53    田  田  ー；h－∵柁  70  ・30  田  し∴721  701  
広 島 県  389  0  187  399  ・16丁   198  ‾126－    187    06  11S  ♪110J    108  120   105  98  101  80  114  1．383  l．32丁  
山 口 県  T46  0  120  128  田   T28  1∴6t■■    67    円  63    67   69  61■   6之  －43  66  ■ト■：36  39  ‘67  622  
徳 島 県  92  田  55  54   Z7   27  ′：・㍗巧ヰg    4g    由  田    27   田    14一  14  ▲19  柑  12  12  ・3Z4  3ZO   

オ 香 川 県   田  26  ‘：63  田  ノ10   70  ■57    ．63    38【  る7    田   41    ．二4ヰ  45  ＿‘くZ3  14  ・∴36  41  446  4：13   
0  ノ’、▲∴183  173    62  田  、ど・1【．ゴ∴68    67    45  15    4†   4l  ：■JⅤ、46   45  44  44  33  33  ，5之2  509   

d愛媛 県   0                                                  g 高 知 県   0  0  ■J4】  35    20  187     ．”60  田    36  田    Ⅱ    田  一一・28・．   2ヱ  30  36  22  19  ・355  341  
0  424  0  i・ヰ06・   0  ▲：265    8S5    06  372    9    295  243   258  168  167  14g  233  2．558  2．180   

福 岡 県   4！）g                                                  41  佐 賀 県  J78  68  114・  10g  】14   118  r 64    67    46  5Z    79   ．76  45   4a  7S  田  、・48  50  ・663  659  
長 崎 県  45   0   47  45  74   70    ・35   5g    30  26    61．   48  ■ユ5   45  ・28  40  26  30  381  363  

0  ．・54  145  67   0  7ZO■  635  

爬 本 県   27  0   い柑  0    25  175    101■   174    55こ  口    匹  8・  140    ー．74                  大 分 県  了5  田  ・了1  71    田  山    55．   田    50・  50    田   山    ・3g  39  ノーL・∴＝㈹  46  28  田  ．470  ヰ56    宮 崎 県  田  田  ’70  田  ■72   田  ・70    70    2了▼  Z7  1  田   田    34  34  之2  田  i35  34  438  436  
鹿児島県  26   0  17†  39  147   14l     01  】16    円  75    55   111    ‥49  27  ・49  12  －てJ42  37  70ト  618  
沖 積 県  2g   0  ■ 44  25  コ、」Z8   46  2D    28    1丁  27    25   15  、16   21  14  14   8  ・17  20ト  193   

合    苫十・   亭．ヰ53  1．4盲6  5．921  4．12l    24  6．283  4．757    6．33之    37‘  4．335    49   3，9g7  ．3，25l   ‘3，533  ：Z．丁58  3，063  ーl2．35－  2．61I  38．00l  35．734   
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（注〉1．－かの自治体で4月の中断件数が0件となっているのは、受付を6月に開始しているためである．  

之．一節の自治体で交付件蝕が0件となっているのは、受給者mの立付が翌月以■に行われているためである．  

3．月ごとの中江件緻と交付件数については、各自治体における比定協丑食の鵬丑輝期事が鼻なるため、必丁しも対応していない・  

4．申叶件数事は、四の制度による実績の敷旺であり、自治体↓執事薫による敷皿は含まれていない．  

平 成 2 1 年  
厚  生  労  働  
疾 病 対 策 課 肝  

月
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省
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対
 
 

平成20年度肝炎インターフェロン治療受給者証交付者数調（階層区分別（4月～12月分））  

（単位：人、％）  

階 層 区 分   4 月   5 月   6 月   7 月   8月   9月   10月   11   12月   計   

受給者数   666   1，864   j．068   3．122   2，076   2，022   1．681   1．510   1．281   17，290  

A  

シ ェ ア   45．74   45．23   48．83   49．31   47．89   50．59   47．58   49．台0   49．01   48．39   

受給者数   511   1，444   2．192   2，093   1．412   1．280   1．161   990   807   11－890  

B  

シ ェ ア   3・10   35．04   84．89   33．05   32．57   32．02   32．86   32．32   30，87   33．27   

受給者数   279   813   1．023   1，117   847   695   691   563   526   6．554  

C  
＼  

シ ェ ア  19．16   19．73   16．28   17．64   19．54   17．39   19．56   18．38   20．12   18．34   

（注）階層区分（国制度）は、それぞれ以下のとおり．  
1．Aは、世帯当たり市町村丘税（所持剖）隈税年級が65．000円未満の看で、自己負担限度綴（月額）は10．000円．   

2．Bは、世帯当たり市町村民税（所得割）課税年額65．ODO円以上235，000円未満の看で、自己負担限度税（月額）は30．000乱   
3．Cは、世帯当たり市町村民械（所得割）課税年級235．■000円以上の着で、自己負担限度鞍（月額）は50．000円。  



資料2－6  

l 堪碩促進甲た吟取るべき対策（具体策） 

インターフェロン（tFN）治療の  

一層の促進について  
テ．月ニー炎ウイル  不碑李申二牽孝和  

★一生に一度は、肝炎ウイルス検査を受診するよう、   
様々な手段を用いて、効果的に、受診勧奨をすることが必要。  

t治療促準のため・  

取るべき対策につ，い        ．   ′  

て  一腹毯を通じ、肝炎検査受診について、周知を図る。   
（平成20年12月、大臣から日本経済団体連合会に、  
検査受診勧奨等について、申し入れ。）   

医療機関への来院畳に対し、医師から直接、受診勧奨。   

（平成21年1月以降、日本医師会の協力を得て、全国の医療機関に対して、  
り一フレツト配布、医師から、肝疾患以外で来院した患者に、受診勧奨いただ〈よう  
依頼。）   

■肝臓週間に合わせ、蜘 
（新聞広告、雑誌、インターネットテレビ、ラジオ、携帯サイト等、  
多様な媒体を用い受診勧奨。）  

①肝炎患者■感染者  

であることを知らない。  
ス検  

′ ィ L  

熟議轟必敷き  

■  ●l                           トり  

、＿ゝ    ■■  

滴一、滴議治頂推謹齢－   ＿・∴ －   、  
制構築こ二’∴  

③肝炎患者■感染  

者であり、IFN治  
療適応者であると  

の自覚があるが、  
IFN治療を受けて  

いない。  

一地域の診療  

体制が出来  

ている。  

午美態調査により，  

治療をしていない理 

由を把握。対策を講  
じる。   
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〔参考〕  インターフェロン治療を断った理由   
（「肝炎患者に対するインターフェロン治療の現状に関する調査」（3／7公表予定）より抜粋）  

★患者が適切お医療機関ヘアクセスできるよう、体制拡充の必要。   
拠点病院を中心とする、専門医とかかりつけ医の診療ネットワーク構築が、喫緊の課題。  

の 

，都道府県における圧疾患診療連携拠点病院体制拡充。   → 平成21年6月1日現在、37府県50病院指定済み。  
（平成20年12月、都道府県に通知を発出し、拠点病院の早期指定、及び専門医療   
機関の確保について、要請。）  
（拠点病院未指定の自治体に対しては、直接現地に赴き、早急な指痘を要請。）   

・国の「肝炎情報センター」の楼能充実。   
（平成20年11月、3月 都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会開催。）   
（平成20年12月 ホームページ開設。）  

（参考）インターフェロン治療を医師に勧められるも治療を断った主な理由の頻度  

年齢層別の比較（N＝96）  

鍋
如
 
拙
 
鍋
 
肌
 
個
・
摘
 
 

平成20年10月～12月、厚生労働科学研究班において、インターフェロン治療の現状把握のため、  

アンケート調査を実施。  

その結果、肝炎患者が、自ら、インターフエ卿L  

r忙しく∴卿、ら⊥であった。  

50－59歳  6（）β9歳   70歳以上   

※2008年10月1叩カ；ら12月8日までの期間、28の  
医療機関（27国立病院機構病院および国立国際  

．医療センター）で実施したインタTフェロン（肝N） 

治療に関する患者アンケート集計結果（N＝895）  

下
 
 

以
 
 

意
 

亜
 
 〔アンケート概要〕  

★「忙しい」という方の理由としては、   

A：仕事の都合がつかないこと、   

B：病気の深刻さについて情報が不足しているため、治療へのモチベーションが低いこと、  けたことがある 341人（38％）  

中、予定あり 204人（23％：  

A．   

337人（38％）  

Q．肝N治療を勧められたことがあるカモ  

A．勧められた   

対策を講じることが必要。  等が考えられるため   

厚生労働科学研究費補助金  
（肝炎等克服緊急対策研究事業）研究報告  

「データマイニング手法を用いた 
効果的な治療方法に関する研究」  

主任研究者   
国立病院機構長崎医療センター   
臨床研究センター治療研究部長  

八橋 弘   

基ユ登療アクセス改善モデルの構築に向けた研究実施。  
（仕事で忙しい方もインターフェロン治療を受けられるよう、下記2項目等に  
ついて研究を実施し、インターフェロン投与に係る地域診療モデルの在り方  
を検討。）  

①インターフェロン平日夜間・土日の外来診療、土日入院の実施  
②入院期間短縮のための診療環境整備  

療の必要性等、肝炎についての斬  
（平成21年3月～5月、インターフェロン治療体験談の公募、  

体験談リーフレットの作成、自治体等への配札）  

209人（62％）  

Q．IFN治療を勧められたものの断った？  

130人（62％）  



資料2－7  
平成21年6月10日  
健康局疾病対策課  
肝 炎 対 策 推 進 室  

各自治体における肝炎対策の現状について  

各自治体における肝炎対策の現状について、以下のとおり取りまとめましたのでお知ら  
せします。  

各自治休の肝炎対策（検査・肝疾患診療連携拠点病院・肝炎対策協議会）の現状について   

Ⅰ肝炎ウイルス検査の実施状況  平成21年5月31日現在  

保鍵所での無料実施  委託医療機関での無料実施  
NO．  自治体名  実施済み   実施予定なし  保健所数  検査実施 箇所数  実施済み   実施予定  実施予定なし  委託医療機関数   

i予定年月  

北 海 道  ○  26   26  ○  
2  青 森 県  H22．ヰから 実施予定  6   0   ○  145   

3  岩 手 県  ○  10   10   ○  64   

4  宮 城 県  ○  7   9   ⊂）  721   

5  秋 田 県   ○  8   8  （）  H21．丁  38   

6山 形 県   0  4  4  ○  
7  福 島 県  ○  i B 6   （〕  195   

8  茨 城 県  ○  12   12 く）  

9  栃 木 県  ○  5   5   （）  
598   

10  群 馬 県  ○  10   10  ○  未定  
n  埼 玉 県  ○  13   13   （〕  1．31こ！   

12  千 葉 県  ○  13   13   ○  511   

13  東 京 都  ○  7   10   ○   1．169   

14  神奈 川 県  ○  9   9   ○   1  

ヰ50   

15  新 潟 県  ○  12   12   ○  38   

16  富 山県  ○  4   8  検討ヰ  
17  石 川 県  ○  4   ヰ   ○  300   

18  福 井 県  ○  6   7   ○  227   

19  山 梨 県  ○  4   5  ○  
20  長 野 県  ○  10   10  ○  
21  岐 阜 県  ○  丁   ○  486   

22  ■＝  悶■■虻  ○  7   7   ○  30   

23  愛 知 県  ○  12   12   ○  561   

2ヰ  三 重 県  ○  8   8   ○  約1．30（）   

25  滋 賀 県  ○  6   6   ○  約180   

26  京 都 肝  ○  7   8   ○  21   

27 大 阪 府   ○  1†   14   ○  約4JOO   

28  兵 庫 県  ○  13   1J   ○   1  

760   

29  奈 良 県  ○  5   5   ○  325   

30  和歌山県  ○  8   ○  523   

31  二  j■  二  ○  4   3   ○  123   

32  島 根 県  ○  7   7  ○  H21．10  23   

33  岡 山 県  C〉  5   9   ○  9丁   

34  広 島 県  ○  4   7   ○   ‡  1．028   

35  山 口 県  ○  8   8   （⊃  5丁5   

36  徳 島 県  ○  6  6  O ____ 
37  香 川県  ○  4   4   25   

38  愛 媛 県  ○  6   6   ○  451   

39  高 知 県  ○  5   5   （⊃  349   

40  福 岡 県  ○  13   13   ○  1，932   

41  佐 賀 県  ○  5   5   ○  259   

42  長 崎 県  ○  8   8  ○  H21中  

43  熊 本 県  ○  18   10   ○  636   

44  大 分 県  ○  6   6   ○  475   

45  宮 崎 県  ○  8   8   ○   377   

46  鹿児島県  （）  13   13   ○   】  135   

47  沖 縄 県  ○  6   6  ○  H21中  6   

都道府県  0   3aO  1コ2 35   小 計   47  6：  し＋十  6    ／   

1．肝炎ウイルス検査の実施状況  
〔調査対象：都道府県、保健所設置市、特別区（計136）〕   

すべての都道府県、保健所設置市及び、特別区（計136）において、保健所又は委託  
医療機関における無料検査を実施しています。  

（1）保健所における無料検査  
割合  

122／136  89．7％  実施自治体数  
（※予定含む）  

※非実施の14自治体では委託医療機関における無料検査等により対応  

（2）委託医療機関における無料検査  

ア 実施自治体数  
イ 実施予定自治体数  

（※検討中含む）  

割合  
94／136  69．1％  
10／136   7．4％  

※実施予定なしの32自治体では保健所検査や他事業により対応  

〔調査対象：47都道府県〕   2．「肝疾患診療連携拠点病院」の指定状況  

肝疾患に関する医療情報の提供、専門医療樅関等に関する情報の収集や提供等を目的  
として都道府県ごとに指定することとされている肝疾患診療連携拠点病院の指定状況は  
以下のとおりです。  

ア 指定済み  
イ 指定予定  

37／47  
8／47  

〔調査対象：47都道府県〕   3．「専門医療機関」の確保状況  

都道府県において肝疾患に関する専門的な治療を行うことができる医療機関（専門医  
療機関）の確保状況は以下のとおりです。  

ア 確保済み  
イ 確保予定  

35／47  
10／47  

〔調査対象：47都道府県〕   4．「肝炎対策協議会」の設置状況  

都道府県において肝炎対策を推進するために必要な検討を行うこととされている肝炎  
対策協議会の設置状況は以下のとおりです。  

設置済み  
（※既存組織の活用含む）  

47／47  

19  20   



■ ■＿  

保位所での無料実施  委託医療機関での無料実施  
N0．  自治体名  実施予定  

実施済み  実施予定なし  保僅所致  検査実施 箇所数  実施済み  実施予定なし  委託医療機関数   
予定年月  

○ 100  久留米市  ○  168   

101  長 崎 市  ○  0．  H21中  検討中   

102  熊 本 市  （⊃  ○  299   

103  大 分 市  ○  ○  15ヰ   

104  宮 崎 市  ○  ○  

105  鹿児島市  ○  18  ○  

106  小 指 市  ○  ○  52   

107  八王子市  ○   0  ○  198   

108  藤 沢 市  ○  ○  
1甲  四 日市市  ○  （）  

148   

110  尼 崎 市  ○  ○   167   

呉’ 市    ○  8   ○  約230   

112  大牟田市  （〕   0   ○  72   

113  佐世保市  ○  ○  H21中  

中核市等∴ 小 ∴計：   4草 5 ヰ8 62 3∴㌻   ／  1丁  二二十予了㌻   

114  千代田 区  ○  ○  93   

中 央 区    ○  ○  
116  羞  ・区  ○   0   ○  8   

11丁  新 宿 区  ○  ○  

118  文 京 区  （）  2  

l  0  

119  台 東 区  ○  ○  
120  墨 田 区  ○   1   0   （〕  1∽   

121  江 東 区  ○  4  ○  H21中 
122  品 川 区  ．0  2   ○  2：）1   

123  目 黒 区  ○  2  ○  
124  大 日 区  ○   0   ○  300   

125  世田谷区  ○  ○  397   

126  渋 谷 区  ○   0   ○  159   

12丁  ・中 野 区  （⊃  0  

128  杉 並 区  ○  ○  279   

129  豊 島 区  ○  ○  1 

130  北   区  ○  ○  98   

131  荒 川 区  ○  1   （）  
88   

132  板 持 区  d  ○  
0   ○  1：】3  練 馬 区  ○   83   

13ヰ  足 立 区  ○  5   ○  4   

135  葛 節 区  ○  0  8   

1：ユ6  江戸川区  ○   0   ○  
特∴二即＝≡・区 小’計‡   ＝1．プ 6   

23 1亭 1  ． ／  丁  ニイ   
†22 j4  l0：  1 9ヰ  o 

保魅所での無料実施  委託医療機関での無料実施  

ド○・  自治体名  実施予定  
実施済み  実施予定な  保億所敦  捜査実施 箇所致  実施済み  実施予定なし  委託医療機関致   

予定年月  

48  札 幌 市  ○   0   ○   857   

48  ・仙 台 市  ○  5   ○   T19   

○  50  さいたま市  ○  ヰ17   

51  干 葉 市   ○  

52  横 浜 市  ○   1 0   ○  1．017   

53  川 崎 市  ○  7   丁   ○  490   

54  新 潟 市  ○  ○  Z9ヰ   

55  静 岡 市  ◆  0 ○  276   

56  浜 松 市  ○  ○  5   

57  名古屋市’  （）  16   16   0  938   

58  京 都 市  ○  ‖   14   ○  

58  大 阪 市  （〕 2ヰ  ○  

60  堺   市  0 8   （）  
433   

61  神 戸 市  ○  （）  
約960   

82  岡 山 市  ○  ○  98   

63  広 島 市  0 8   ○  約1．200   

6ヰ  北九州市  ○  （）  
58ヰ   

65  福 同 市  ○  7   丁   Cl  ヰ71   

政令凋定都市 ＝ 2   畠丁   16 0   ／  2  ‥」ニメナ丁   
66  薗 1 ○  

67  旭 川 市  ○  ○  

68  青 森 市  ・■○  ○  78   

69  盛■ 同 市  ○  ○  
70  秋 田 市  ○  ○ 

71  郡 山 市  ・‘○  ○  
72  いわき市  ○  ○  

了3  宇都宮市  ○  2  ○  

74  前 橋 市  ○  ○  

75  川 越 市  0  2  ○  9ヰ   

丁6  船 橋 市  C〉  ○  岳“21中  

7r  柏   市  ○   0   ○  116   

78  横須賀市  ○  1  ○  

79  相模原市 ○   0   ○   219   

80  富 山 市    ○  ○  
81  金 沢 0  197   

82  ー長 野 市  （〕  ○  

83  岐 阜 市  ○  ○  362   

84  豊 橋 市  ○  ○  130   

85  岡 崎 市  ○  ○  

（）   ‖ u  
100   

87  大 津 市  （〕  ○  275   

88  高 槻 市  ○  ○  

89  東大阪市  ○  3  ○  

90  姫 路 市  ○  ○   t  

225   

91  西 宮 市  ○  ○  132   

92  奈 良 市  ○  0  626   

93  和歌山市  ○  ○  500   

94  倉 敷 市  ○   1 0   ○  18   

95  福 山 市  ○   0   ○  

98  下 関 市  ○  ○   1ヰ6   

97  高 松 市  ○  1  1  ○  
98  松 山 市    ○  1  1  （⊃  173   

99  ≡   ；l  ○  1  1  ○  349   

22   21  



Ⅱ 肝疾患診療連携拠点病院等の整備状況、 Ⅲ 肝炎対策協議会の設置状況  

Ⅱ 肝疾患診療連携拠点病院等の整備状況  Ⅲ 肝炎対策協三義金の設置状況  

拠点病院の指定状況  専門医療機関の確保状況  設 置 状況  
NO，  自治体名  

指定予定  設置予定  
指定済み  未 定  確保済み   

l予定年月  確保予定 「う盲左耳‾   未 定  設革帯み  掛以組織  「‾‾盲妄言妄「   
北 海 道  ○  H21．8  ○  H21▼9  ○  

○  （⊃  

l   

2  青 森 県  ○  
○  3  岩 手 県  ○  ○  

ヰ  宮 城 県  （⊃  ○  ○  

秋 日日 県  0  ○  0  

山 形 県  ○  H21．6  ○  （⊃  

7  福 島 県  ○  H21中  ○  ○  

8  茨 城 県  ○  ○  ○  

栃 木 県  0 ○  （⊃  

○  H21．8  C〉  10  群 馬 県  ○  

埼 玉県  ○  ○  ○  

12  千 葉 県  ○  ○  ○  

13  東 京 都  ○  ○  （〕  

14  神奈川県  ○  ○  （⊃  

15  新 潟 県  ○  ○  H21中  ○  

16  冨 山 県  、○  ○  ○  

171石 川 県   0 ○  

18  福 井 県  ○   

19  山 梨 県  ○  

○  20  長 野 県  q  ○  

21  岐 阜 県  ○  0  ○  
○  ○  22  稗 田 県  ○  

23  愛 知 県  ○  ○ ○  

24  三 重 県  ○  ○  H21．7以降  （⊃  

25  滋 賀 県  ○  H21．6  ○  H21．6  ○  

○  （〕  

璽   
28  京都府  ○  

27  大 阪 府  ○  ○   【  ○  

28  兵 庫 県  ○  ○   l  ○  

29  奈 良 県  ○  （）  ○  

30  和歌山県  ○  H22．3  ○  

31  鳥 取 県  （〕  0  

32  島 根 県  ○  ○  

33  田 山 県  ○  n 川  
⊂）  

34  広 島 県  ○  ○   ○  

35  山 口 県  ○  ○  ○  

36  徳 島 県  0  ○  ○  

37  香Jll県  ○  ○  ○  

○  ○  3∈【  愛 媛 県  ○   

39  高 知 県  ○  ○  0  

40  福 岡 県  ○  H21中  ○  C〉  

41  佐 賀 県  ○  ○  ○  

42  長 崎 県  ○  ○  ○  

43  熊 本 県  ○  ○  ○  

44  大 分 県  ○  ○  ○  

45  宮 崎 県  ○  H21．6  ○  H21．6  ○  
0  （⊃  46  鹿児島県  ○  

47  沖 縄 県  0lH21中  （⊃  H21中  ○  

計   37  ■81 ／   2  35  10＝  しノで  2   44  3  ム‘．室 ／   

23  24   



資料2－8   

平成21年6月1日現在  

都道府県肝疾患診療連携拠点病院一覧  

都道府県名   施  設  名   所    在   地   
北 海 道  

2  青 森 県  

3  岩 手 県  岩手医科大学附属病院   盛岡市内丸19－1   

4  宮 城 県  国立大学法人 東北大学病院   仙台市青葉区星陵町1－1   

5  秋 田 県  国立大学法人 秋田大学医学部附属病院   秋田市広面蓮沼44－2  

市立秋田総合病院   秋田市川元松丘町4－30   

6  山 形 県  

7  福 島 県  

8  茨 城 県  株式会社 日立製作所 日立総合病院   日立市城南町二丁月1番1号  

東京医科大学茨城医療センター   稲敷却阿見町中央三丁目20番1号  

自治医科大宇附属病院   下野市薬師寺3311－1  

9  栃 木 県        司協医科大苧病院   下都賀郡壬生町北小林880   

10  群 馬 県  国立大学法人群馬大学医学部附属病院   前橋市昭和町3－3g－15   

埼 玉 県  埼玉医科大学病院   入間郡毛呂山町毛呂本場38   

t2  千 葉 県－  国立大学法人千葉大学医学部附属病院   千葉市中央区亥鼻1－8－1   

13  東 京 酢  

扶浜市立大学附属市民総合医療センター   横浜市両区浦舟町4－5了  

14  神奈川 県        聖マリアンナ医科大学病院   川崎市宮前区菅生2－1－1  

北里大学東病床   相撲原市麻請合2－1－1  

東海大学医学部附属病偏   伊勢原市下糟屋143   

15  新 潟 県  国立大学法人 新潟大学医歯学総合病浣   新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地   

富山県立中央病院   富山市西長江2－2－78  
16．  冨 山 県  市立砺波総合病院   砺波市新富町1」61 

17  石 川 県  国立大学法人 金沢大学附尻病院   金沢市宝町13－1   

18  福 井 県  ．社会福祉法人恩賜財団福井県済生会病院   福井市和田中町舟橋7－1   

19  山 梨 県  国立大学法人 山梨大学医学部附属病院   中央市下河東1110   

20  長 野 県  国立大学法人 信州大学医学部附属病院   松本市旭3－1－1   

21  岐 阜 県  国立大学法人 岐阜大学医学部附民病院   岐阜市棚戸1－1   

22  静 岡 県  順天堂大学医学部附厚静岡病院   伊豆の国市長同一】29番地  

浜松医科大学医学部附属病院   浜松市東区半田山1－20－1   

23  愛 知 県  名古屋市立大学病浣 名吉良市塙樗区瑞穂町芋川還1   

之ヰ  三 宝 県  三重大学医学部附属病院   三重県津市江戸括2丁目】74   

25  滋 賀 県  

26  京 都 府  ■∴国立大学法人京都大学医学部附属病院   京都市左京区聖護院川原町5－l  

京都府立医科大学附属病偏   京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465   

関西医科大学附属薄井病院   守口市文園町10番15号  

近践大学医宇部附属病偏   大阪狭山市大野乗377－2  

27  大 阪 府  吹田市山田丘2番15号  

大阪市立大学医学部附属病院   大阪市阿倍野区旭町1－5－7  

大阪医科大字附属病‡屍  高槻市大苧町2番7号   

28  兵 匝 県  兵庫医科大学病院   西宮市武庫川町1番1号   

29  奈 良 県  公立大学法人奈良県立医科大学附属病院   檀原市四条町840   

30  和歌 山 県  

31  鳥 取 県  国立大学法人鳥取大学医学部附属病院   米子市西町36番地1   

32  島 根 県  国立大学法人 島櫻大学医学部附属病院   出雲市塩治町89－1   

33  岡 山 県  国立大学法人 岡山大学病院   岡山市鹿田町2 

34  広 島 県  国立大学法人 広島大学病院   広島市両区霹1－2－3   

35  山 口 県  国立大学法人 山口大学医学部附属病院   宇部市甫小串1－1－1   

36  ■ 徳 島 県  国立大学法人徳島大学病院   徳島市蔵本町2－50－1   

37  香 川 県  香川県立中央病院   高松市番町5－4－16   

38  愛 媛 県  国立大学法人愛媛大学医学部附属病院   東温市志津川   
39  高 知 県  国立大学法人高知大学医学部附属病院   南国市岡圭町小蓮185－1   

40  喜 ・▼・  〒  

4l  佐 賀 県  ．国立大学法人佐賀大学医学部附属病院   佐賀市鍋島5－1－1   

42  長 崎 県  独立行政法人 国立病院機構 長崎医療センター  長崎県大村市久原2丁目1001－1   

43  熊 本 県  国立大学法人 熊本大学医学部附属病院   熊本市本荘1－1－1   

44  大 分 県  国立大学法人大分大学医学部附属病院  由布市挟間町医大ヶ丘1－1   

45  宮 崎 県  

46  鹿児島．県  国立大学法人鹿児島大学病院   鹿児島市桜ケ丘8－35－1   

41  沖 縄・県  

計  3 7 府 県・5 0 病 院  
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